
該当性の考え方（医薬品）
該当性判断の簡略フロー図です。最終的には各構成要件を総合的に判断することなります。

製品

目的性

成分

形状等

非該当

該
当

治療又は予防に使用されることが目的となっているか
or
身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的となっているか

※２専ら医薬品に使用される成分が含まれているか

医薬品的な形状をしているか
or
医薬品的な用法用量を標ぼうしているか

YES
NO

※１令和２年３月31日付け薬生発0331第33号「医薬品の範囲に関する基準の一部改
正について」別紙

※２令和２年３月31日付け薬生発0331第33号「医薬品の範囲に関する基準の一部改
正について」別添２

◆日本薬局方に収められている物を除く（医薬品であるため）
◆※１野菜等の明らかな食品を除く


